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様式第1号(第5条関係) 

 

会 議 概 要 

 

会議の名称  第１回久喜市特別職報酬等審議会 

開催年月日  平成２３年１月１８日（火） 

開始・終了時刻  午前１０時から午後０時８分まで 

開催場所  久喜市公文書館 会議室３ 

議長氏名  榎本善司 

出席委員(者)氏名 
 山岡宣子 関口紀子 小谷野恵司 齋藤 勝 杉田孝行 

 齊藤繁喜 山田大輔 中村美恵子 宮武孝直 榎本善司 

欠席委員(者)氏名  なし 

説明者の職氏名  武井人事課長 折原係長 

事務局職員職氏名  早野総務部長 武井人事課長 折原係長 鈴木主事 

会議次第 

 １ 開 会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 会長、副会長の選出 

５ 諮問 

６ 議題 

（１） 久喜市特別職報酬等審議会の概要について 

（２） 議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額について 

７ その他 

８ 閉会 

配布資料 

第１回久喜市特別職報酬等審議会次第 

資 料１ 久喜市特別職報酬等審議会委員名簿 

資 料２ 久喜市特別職報酬等審議会条例 

資 料３ 旧１市３町及び新市 議員報酬・市長給料等一覧表 

資 料４ 県内市別 市議会議員報酬一覧表 

資 料５ 県内市別 市議会議員報酬一覧表（同規模市） 

資 料６ 県内市別 市議会議員報酬・期末手当一覧表 

資 料７ 県内市別 市議会議員報酬・期末手当一覧表（同規
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模市） 

資 料８ 県内市別 市民一人あたりに対する議員報酬・期末

手当一覧表 

資 料９ 県内市別 市民一人あたりに対する議員報酬・期末

手当一覧表（同規模市） 

 資 料１０ 県内市別 市長、副市長、教育長給料一覧表 

 資 料１１ 県内市別 市長、副市長、教育長給料一覧表 

（同規模市） 

資 料１２ 県内市別 市長給料・期末手当等一覧表 

 資 料１３ 県内市別 市長給料・期末手当等一覧表 

     （同規模市） 

会議の公開又は非公

開 
公開 

傍聴人数  １人 
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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

 

発言者 会議のてん末・概要 

 

 

 

委員及び事務局職

員  

司会（武井課長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 委嘱式  

（武井課長が委員名を呼称後、市長から一人ずつ委嘱書を手渡す。）  

 

（各自自己紹介）  

 

はじめに、附属機関の委員名簿につきましては、久喜市市民参加

条例に基づきまして、お名前、委員の選出区分を公開することと

なっております。 市のホームページへの委員名簿を掲載すること

につきましてご了承いただきたいと思います。併せて、皆様のお名

前、ご住所、電話番号を記しました公職者名簿を作成し公表してお

りますので、そちらにつきましても、ご了承いただきたいと存じま

す。 

  

１．開会  

開会に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。 

資料確認[省略] 

それでは、ただ今から、第１回久喜市特別職報酬等審議会を始め

たいと存じます。  

なお、久喜市特別職報酬等審議会条例第５条第２項により、本審

議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない

旨の規定がございます。 本日は、全員出席でございますので、本

会議が成立していることを、まずご報告させていただきます。 

それでは、さっそく会議に入らせていただきたいと思いますが、

本日は、第１回目の会議でございますので、事前に、皆様にいくつ

か、ご了承をいただきたいことがございますので、よろしくお願い

いたします。  

まず、本市では、審議会等の会議の公開に関する条例に基づきま

して、会議は原則公開としておりますので、本協議会の会議も、公

開としたいと存じます。  

また、本日の会議の記録のため、テープへの録音、写真の撮影に

つきまして、皆様のご了解をお願いしたいと存じます。  
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市長 

 

仮議長（市長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

仮議長（市長） 

 

事務局（武井課長） 

 

 

仮議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

 

司会（武井課長） 

 

 

 

 

 

 

 

２．市長あいさつ[省略]  

 

３．会長、副会長の選出について  

本日は第１回の会議ということで、会長がおりません。従いまし

て、役員の決定まで、市長が仮議長に就任させていただきます。  

それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、暫時議長を務め

させていただきます。  

本審議会は条例第４条の規定により、会長及び副会長を置くここ

とし、委員の互選によりこれを定めることになっています。いかが

いたしましょうか。  

 

本日は、初めての会議であり、委員同士もどのような方か分から

ないような状況ですので、事務局において、会長、副会長の選出に

関して、案はありますか。  

 

会長・副会長の選出にあたり事務局の案はありますか。  

 

事務局の案といたしまして、会長に「榎本委員」、副会長に「齋

藤（勝）委員」をご提案したいと思います。  

 

事務局から、会長及び副会長の提案がありましたが、委員の皆様

いかがでしょうか。  

【異議なしの声】  

ご異議なしと認め、会長に榎本委員さん、副会長に齋藤（勝）委

員さんに決定いたします。  

会長及び副会長が決まりましたので、議長の職を解かせていただ

きます。  

 

会長、副会長におかれましては、それぞれお席の移動をお願いい

たします。  

それでは、選出されましたお二方よりご挨拶をいただきます。 

 

会長あいさつ[省略]  

副会長あいさつ[省略]  
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議長（榎本会長） 

 

事務局（武井課長） 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（折原係長） 

 

議長（榎本会長） 

 

齊藤（繁）委員 

 

事務局（早野部長） 

 

 

 

４．諮問  

（市長が諮問書を朗読し、榎本会長に手渡す。）  

（市長公務により退席）  

（事務局が、諮問書の写しを委員に配布）  

それでは、議長でございますが、皆様、榎本会長にお願いすると

いうことで、よろしいでしょうか。 

【異議なしの声】  

 それでは、榎本会長、よろしくお願いします。 

 

 先ず、会議録の作成について、事務局の説明を求めます。  

 

会議録につきましては、審議会等の会議の公開に関する条例に基

づき作成するものであります。なお、会議録の作成にあたりまして

は、要点方式で行いたいと思いますがいかがでしょうか。  

 

事務局の説明に対して、ご質疑等はございますか。 

【なしの声】  

議事録については、要点方式といたします。また、議事録への署

名については、名簿の順に２名ずつ行うことでよろしいでしょう

か。  

【異議なしの声】  

それでは、本日の会議につきましては、署名委員を山岡委員と関

口委員にお願いしたいと思います。  

それでは、議題（１）久喜市特別職報酬等審議会の概要について、

事務局の説明をお願いします。  

 

資料２による説明  

  

ご質問、ご意見はございますか。  

 

 この審議会は、毎年開催するのでしょうか。 

 

 議員報酬等を改定する場合に開催するので、毎年ということでは

ございません。今回は、合併があったので、審議会の開催をお願い

したところでございます。 
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中村委員 

 

事務局（早野部長） 

 

 

山岡委員 

 

事務局（早野部長） 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

事務局（折原係長） 

 

議長（榎本会長） 

 

小谷野委員 

 

 

 

中村委員 

 

 

事務局（武井課長） 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

齋藤（勝）副会長 

 

 

事務局（早野部長） 

 

 

 改定する場合、２月議会での対応になるのでしょうか。 

 

 審議の進み具合にもよりますが、２月定例会に当初から議案を上

程することは、難しいものと考えております。 

 

 この審議会は、平成７年から開催されていないようですが。 

 

 旧久喜市では、平成７年以降開催しておりませんが、その間、報

酬等の額を改定する状況ではなかったということでございます。 

 

次に、議題（２）議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額につ

いて、事務局の説明をお願いします。  

 

資料３から資料１３による説明  

  

ご質問、ご意見はございますか。  

 

 資料の作り方として、県内各市の一般会計の予算額を記載してい

ただきたかったと思います。要は、財政規模を把握する必要がある

と思います。 

 

 旧久喜市の方は新市でも同じ額ですが、旧３町の方は合併により

支給額が上がったようです。問題はなかったのでしょうか。 

 

 新市の議員報酬等の額は、合併協議の中で議論され、決定された

ものでございます。他に合併した深谷市や加須市でも、人口規模が

一番大きな団体の額を適用しております。 

 

 加須市は、合併後も在任特例があると聞いていますが。 

 

 加須市は、在任特例を適用しており、合併前の全議員が任期を延

ばしてます。 

 

加須市は、次の統一選挙まで任期を延ばしていますが、次の選挙

から、議員定数を３２人にすることになったようでございます。 
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関口委員 

 

事務局（武井課長） 

 

 

関口委員 

 

事務局（武井課長） 

 

 

関口委員 

 

事務局（武井課長） 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

 

齋藤（勝）副会長 

 

 

 

 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

事務局（武井課長） 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

齋藤（勝）副会長 

 各団体において、期末手当の支給月数に差があるようですが。 

 

 久喜市の場合は、3.95月分で一般職の職員と合わせております

が、支給月数は、各団体が条例で定めることになっています。 

 

 さいたま市の議員は、2.95月分で納得しているのでしょうか。 

 

役職加算も異なりますが、それらも含めて、各団体が条例で定め

ているものでございます。 

 

 地域手当とは、どういうものですか。 

 

 一般職の職員にもある手当ですが、地域間格差を是正するための

手当でございます。 

 

 この資料を見て直ぐにどうするというのは難しいとは思います

が、今日の会議では、方向性だけでも決定していくということでい

かがでしょうか。 

 

 この資料は、他団体との比較を詳しく示していただいております

が、先程、小谷野委員さんの意見にもございましたが、久喜市の財

政状況はどうなのか、財政上どのくらいの人件費が適当であるのか

ということを審議することが、重要であると思います。 

 同時に、この審議会を何回開催して、答申をまとめていくのかと

いうことも重要であります。それを決めた上で、議論をする必要が

あるのではないでしょうか。 

 

 事務局では、どのように考えていますか。 

 

 今回は、委員の皆さんのご意見を出していただき、次回は、それ

を会としてとりまとめ、結論・答申の形にまとめていただければと

考えております。２回程度と考えております。 

 

 いかがでしょうか。 

 

 この審議会は、答申をまとめることが委員の仕事です。私も、２
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中村委員 

 

 

 

齋藤（勝）副会長 

 

 

 

山岡委員 

 

 

 

 

関口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回程度でよいのかなと思います。２回で結論を出すのと何回もやっ

て結論を出すのでは、委員さんの考え方や意見も変わってくると思

いますので、その辺は決定した上で、会議を進めるべきだと思いま

す。 

 話は変わりますが、私は、旧鷲宮町で２回程、特別職報酬等審議

会の会長を勤めさせていただきました。町長から、財政状況が悪い

ので減額をしたいという諮問をいただきまして、その時は、なぜそ

こまで落とさなければならないのかという想いでしたが、やはり今

回も、財政状況を見ながら審議を行うべきだと思います。 

 

 資料を見ますと、市長・副市長・教育長は、他と比べても問題な

いと思いますが、市議会議員は、もう少し上げてもよいのではと思

います。 

 

 現行の額は、合併協議会で決めたことですが、合併して、市長を

はじめ議員も人数が減ったので、財政上の人件費は、以前より悪化

しているものではないと思います。 

 

 私も、中村委員さんの意見と同じです。市議会議員のいわゆる手

取りの額を考えると、他の収入がなく議員報酬だけで生活している

方は、生活が大変だと思います。せめて、県の平均・同規模市の平

均まで、引き上げるのが妥当であると考えます。 

 

 私は、今の意見とは逆になります。個人の議員報酬の額を比較し

ますと、確かに低いと思います。ただ、議員定数を同規模市と比較

しますと、久喜市は人数が多い状況ですので、財政面では、トータ

ル的には高くなっていると思います。その辺から見ると、新市に

なって、ここで、引き上げを行うのはどうかと思います。旧久喜市

の方は、議員報酬額は同じですので、状況はそれ程変わらないかも

しれませんが、旧町から見ると、議員さんの活動も見えてこない部

分もありますし、旧菖蒲町と議員報酬の額を比べてみましても、月

131,000円上っていることになります。住民は、それだけを見てい

ると思います。合併して、議員報酬が10万円以上上がり、さらに、

ここでまた上げるということになった場合の市民感情を考え併せ

ますと、現状維持がよろしいかと思います。 
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山岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（武井課長） 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

山田委員 

 

議長（榎本会長） 

 本当に反対意見になってしまいますが、私は、市議会議員の平均

年齢を考えると、若い方を議会に出していかなければならないと思

います。その場合、新久喜市のことを考えて活動していただく若い

力を育てるためにも、議員活動を一生懸命やっていただくため生活

を保障できる制度でなければ、良い議員は育たないと思います。今

後は、きちんとした活動をしている議員でなければ選ばれなくなっ

ていくと思います。そういう活動をきちんとしていただくために

も、やはり生活の保障も大切だと思います。このような審議会が開

催されるということは、何らかの形で変えていく必要があるからだ

と思います。今後は、議員定数も３４人から２８人とか２６人に減

ることも考えられます。市民の確かな目で、新しい議員を育てるた

めにも、生活を保障することは、とても大切であると考えますので、

この機会に、良い方向で、せめて平均までは、議員だけでなく市長

を含めて考えていかなければならないと思います。 

 

 少々よろしいでしょうか。先程から、財政状況はどうかというご

意見がございますが、事務局用の資料ではありますが、関連するも

のがございますので、お配りさせていただいてよろしいでしょう

か。 

 

（事務局が、追加資料を委員に配布） 

 

 他市との金額の比較を見てみますと、久喜市の議員さんは、確か

に低い方だと思います。ただ、県内の議員定数の平均は２６人であ

るのに対し久喜市は最大限の３４人となっています。また、市民感

情や、あまり良いとは言えない現在の社会情勢を考えますと、今、

上げるというのは難しいと思いますので、現状維持が良いと思いま

す。その後、改めて議員定数を考慮した上で、検討すべきだと思い

ます。 

 

 議員報酬を増やすのであれば、定数を減らすべきだという意見で

すか。 

 

 はい。その後、再度、協議した方が良いと思います。 

 

 議員さんの生活を守るために上げるべきという意見と現状維持
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齊藤（繁）委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

齊藤（繁）委員 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

事務局（武井課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉田委員 

という意見と、そして、定数を減らすという条件があれば上げても

よいという意見と３つ出ていると思いますが、下げるという方はお

りませんか。副会長のお話にもありましたが、財政状況が悪ければ

下げても良いのではということはございませんか。 

 

 全体の財政状況の中で人件費の占める割合が高ければ、下げなけ

ればならないということもあると思いますが、今、山田委員さんが

言ったように、全体的に議員数が多いという状況の中で、定数と報

酬額のバランスを考えることが大切であると思います。今、選挙で

４年間の任期が決まっている訳ですから、少なくとも、この４年間

は、現状維持か、あるいは人数が多いということを考慮して、引き

下げても良いという感じはします。 

 

 事務局にお聞きしたいのですが、定数を条例で下げている団体

は、どのような理由なのでしょうか。 

 

 その人数でもやっていけるからではないですか。今の久喜市の 

３４人というのは、法定内でマックスとしている訳です。 

 

（同規模市で）一番少ないところは、２１人というところもあり

ますね。 

 

 少々よろしいでしょうか。議員定数の件でございますが、基本的

には、定数の削減は、議員側から出されるものでございます。財政

状況だけでなく、各団体諸々の事情があってのことでしょうが、通

常は、議員から議会に諮って決定しているところでございます。 

 それと、後からお配りしました資料でございますが、県内各市の

財政状況でございますが、財政状況を見るにはなかなか難しいとこ

ろではございますが、財政構造の弾力性を判断する指標である「経

常収支比率」と財政力を示す指数である「財政力指数」を示してご

ざいます。久喜市をご覧いただきますと、経常収支比率は、県内で

１番良くない状況となっております。財政力指数は、県内で２８番

目に位置し、中位から下位にある状況となっております。参考にし

ていただければと思います。 

 

 合併して間もないこともございますし、現行制度で４年間やっ
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齋藤（勝）副会長 

 

 

小谷野委員 

 

 

関口委員 

 

 

 

 

小谷野委員 

 

 

 

中村委員 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

 

山岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

齊藤（繁）委員 

て、その後でも遅くないと思います。 

 

 合併の成果が、まだ出ていないと思います。しかも、市長は、職

員数をもっと減らすとも言っていますし。 

 

 １００人減らすと言っています。そういうことを考えると、もう

少し汗をかいても良いのかなと思います。 

 

 山岡委員さんの意見のとおり、良い議員さんが職業として最低限

の生活の保障をすることも必要であると思いますが、先程も言われ

たとおり、定数を考えた上で、報酬を上げるということでなければ、

市民も納得しないと思います。 

 

議員が職業化されると、財政的に硬直化するという考えもあると

思います。その点も踏まえ、財政状況と絡めながら、検討していく

べきだと思います。 

 

 合併すれば財政は良くなると言われてきたが、何年か経緯を見

て、改正するかどうか見ていくべきではないか。 

 

 だいたい、意見が出尽くしたという感もありますが、合併効果が

もう少し出るまで、今のままでがんばっていただきたいという意見

が多いように思いますが、採決しますか。いかがですか。 

 

 議員の年金が廃止されるということも聞いていますし、手取り金

額が２０万円台後半となった場合、子育て中の議員さんの生活は、

ぎりぎりではないかと思います。また、４年に１度選挙という洗礼

があり、一生の仕事として保障もされていません。また、議員さん

には、生活をしていく中で、議員活動をいい加減にしてもらいたく

はないですし、議員活動というものは、研修や県外視察など見えな

い部分もあると思うので、簡単に答えを出さずに、議員さんの生活

の現状を知ることも必要だと思います。 

 

 そういう意見もございますが、皆さんいかがでしょうか。 

 

 いろいろな議員さんがいると思いますが、久喜市の議員定数は多
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事務局（早野部長） 

 

 

齊藤（繁）委員 

 

齋藤（勝）副会長 

 

 

 

 

 

議長（榎本会長） 

 

 

 

事務局（武井課長） 

いと思います。議員が多いということは、個人の負担は少ないとい

う考えもあるわけです。そう考えると、報酬が下がることも仕方な

いことだと思います。ただ、今は、下げなくても良いとは思います

が、次の選挙で議員の数が減ったら、その時に、報酬も併せて考え

るべきであり、今回は、議員報酬は現状維持が良いと思います。 

 

 意見も出尽くしたようですので、採決させていただきます。よろ

しいでしょうか。この審議会のでは、現状維持でいくということで

よろしい方は、挙手をお願いします。 

 

【挙手８人（議長を除く９人中）】 

  

 それでは、第１回目の会議では、そのような方向ということで、

次回の会議に答申の案を作っていただき、答申をしていただくとい

うことでお願いします。 

 

 定数に関して、附則をつけてもらってはいかがでしょうか。 

 

 付帯意見をつけますか。 

 

 定数に関しましては、この審議会の所掌事務ではございませんの

で、議会経費総額というような内容になるかと思います。 

 

 それで結構です。 

 

 議員というのは立候補制ですから、有権者に対してどういう議会

をしていくかということを、議員さんが考えて、定数のことも示す

ものだと思います。かつては名誉職の部分があったり、今は、生活

の部分があると思いますが、それは、この会議での議題ではないと

思います。 

 

 それでは、今日の審議会では、合併の様子をもう少し見守り、現

状維持ということでよろしいでしょうか。 

 次回は、いつになりますか。 

 

 １月２８日（金）午前９時３０分から、同じ場所でお願いします。 
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議長（榎本会長） 

 

 

 

 

 

事務局（武井課長） 

 

 

齋藤（勝）副会長 

 

 

 答申の案を作っていただき、皆さんに見ていただくということで

お願いできますでしょうか。 

 以上で、今日の審議会での、私の任は解かせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 

７ その他 

事務連絡 

 

８ 閉会  

副会長より挨拶  

 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

    平成２３年 １月２８日 

 

      山 岡 宣 子 

 

     関 口 紀 子 

 

 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 


